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豊明市個人情報保護条例（平成１６年豊明市条例第２５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当

するものをいう。 

（２） 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当

するものをいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。）

で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録

され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項

（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５８号）第２条第３項に規定する個人識別

符号をいう。以下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ。）によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができること

となるものを含む。） 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。）

で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録

され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項

（個人識別符号（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）第２条第２項                  に規定する個人識別

符号をいう。以下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ。）によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができること

となるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの イ 個人識別符号が含まれるもの 

（３）～（１０） （略） （３）～（１０） （略） 

（利用目的の明示） （利用目的の明示） 
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第６条 実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録

された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、

あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

第６条 実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録

された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、

あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国、独立

行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）又は他の地方公共団体が行う事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（３） 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国、独立

行政法人等（個人情報の保護に関する法律第２条第９項           

                                       に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）又は他の地方公共団体が行う事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（４） （略） （４） （略） 

（開示決定等の期限） （開示決定等の期限） 

第２１条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請

求があった日から１５日以内（保有特定個人情報に係る開示決定等に

あっては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５８号）第１９条に規定する期限までとすることができ

る。）にしなければならない。ただし、第１５条第３項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

第２１条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請

求があった日から１５日以内（保有特定個人情報に係る開示決定等に

あっては、個人情報の保護に関する法律第８３条                   

                         に規定する期限までとすることができ

る。）にしなければならない。ただし、第１５条第３項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

２ （略） ２ （略） 

（開示決定等の期限の特例） （開示決定等の期限の特例） 

第２２条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示

請求があった日から４５日以内（保有特定個人情報に係る開示決定等

にあっては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第２０

第２２条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示

請求があった日から４５日以内（保有特定個人情報に係る開示決定等

にあっては、個人情報の保護に関する法律第８４条                 
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条に規定する期限までとすることができる。）にその全てについて開

示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれが

ある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係

る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれ

ば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期

間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

 に規定する期限までとすることができる。）にその全てについて開示

決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあ

る場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれ

ば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期

間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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豊明市有料自転車駐車場条例（平成元年豊明市条例第２３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２の規定に基づき、豊明市有料自転車駐車場         

    （以下「駐輪場」という。）の設置及び管理について必要な

事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２の規定に基づき、豊明市有料自転車駐車場その他市の運営する

自転車駐車場（以下「駐輪場」という。）の設置及び管理について必

要な事項を定めるものとする。 

（使用料） （使用料） 

第５条 駐輪場を利用する者（以下「利用者」という。）は、別表第２

に掲げる使用料を納付しなければならない。           

                               

      

第５条 駐輪場を利用する者（以下「利用者」という。）は、別表第２

に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、別表第１に掲げ

る豊明駅東自転車駐車場の利用者については、別表第２の規定にかか

わらず、使用料を徴収しない。 

別表第１ 別記 別表第１ 別記 

 

別記 

現行                                   改正後（案） 

名称 位置  名称 位置 

前後駅有料自転車駐車場 豊明市阿野町滑８４番地  前後駅有料自転車駐車場 豊明市阿野町滑８４番地 

中京競馬場前駅南自転車駐車場 豊明市栄町舘４３番地１８  中京競馬場前駅南自転車駐車場 豊明市栄町舘４３番地１８ 

   豊明駅東自転車駐車場 豊明市阿野町大島９７番地７ 
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豊明市職員の育児休業等に関する条例（平成４年豊明市条例第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 育児休業（第２条―第８条） 第２章 育児休業（第２条―第８条） 

第３章 育児短時間勤務（第９条―第１８条） 第３章 育児短時間勤務（第９条―第１８条） 

第４章 部分休業（第１９条―第２２条） 第４章 部分休業（第１９条―第２２条） 

 第５章 雑則（第２３条・第２４条） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 （４） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に

引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

                                                      

                                              

（イ） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子

をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６

か月到達日」という。）（第２条の４の規定に該当する場合に

あっては、２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定

（ア） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子

をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６

か月到達日」という。）（第２条の４の規定に該当する場合に

あっては、２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び引き
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職に引き続き                                            

採用されないことが明らかでない非常勤職員 

続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に

採用されないことが明らかでない非常勤職員 

（ウ） 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員 （イ） 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養

育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳

到達日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている

非常勤職員に限る。） 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養

育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳

到達日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている

非常勤職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 次のいずれにも該当する                                 

   非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務

職員等」という。）を除く。） 

（２） 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定

める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤

務職員等」という。）を除く。） 
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ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定め

る非常勤職員 

                              

                               

        

 第５章 雑則 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその

配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出

たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を

知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確

認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、

当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければなら

ない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるように

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１） 職員に対する育児休業に係る制度の周知 

（２） 育児休業に関する相談体制の整備 

（３） その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 
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豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和47年条例第31号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表(第 2 条、第 5 条関係) 別表(第 2 条、第 5 条関係) 

 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

（略） （略） （略） 

園歯科医 年額４２７，０００以内

において市長が定める額 

心身障害児通園施設嘱託医 年額 １１５,０００ 

１時間 ３８,２００ 

心身障害児通園施設嘱託歯科医 年額 １１５,０００ 

１時間 ３８,２００ 

介護認定審査会委員 １回 ２０,０００ 

（略） （略） 

 

 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

（略） （略） （略） 

園歯科医 年額４２７，０００以内

において市長が定める額 

                       

          

                         

          

介護認定審査会委員 １回 ２０,０００ 

（略） （略） 
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豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（国民健康保険の被保険者に係る            所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１０

０分の６．０５を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１０

０分の６．１５を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額            ） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２

２，３００円とする。 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について２

３，３００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額            ） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８

号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以

下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同

日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいな

（１） 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８

号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以

下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同

日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年

を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいな
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い場合に限る。）をいう。次号、第８条及び第２３条      におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第８

条及び第２３条      において同じ。）以外の世帯 ２０，９００

円 

い場合に限る。）をいう。次号、第８条及び第２３条第１項におい

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって特定月以後５年を経過する月

の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第８

条及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯 ２０，９００

円 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．８を乗じて算定す

る。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、                               

     基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．９を乗じて算定す

る。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額） 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について６，

５００円とする。 

第７条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について７，

０００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第９条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に１００分の１．５  を乗じて算定する。 

第９条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に１００分の１．６５を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について７，４００円とする。 

第１０条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について８，３００円とする。 
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（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１１条 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について４，７０

０円とする。 

第１１条 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について５，００

０円とする。 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１５条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、

その発生した日の属する月から月割をもって算定した第２条第１項の

額（第２３条の規定による減額が行われた場合には、同条      の国

民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。）を課する。 

第１５条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、

その発生した日の属する月から月割をもって算定した第２条第１項の

額（第２３条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国

民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。）を課する。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万

円を超える場合には、６３万円）、同条第３項の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項の介護

納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万

円を超える場合には、６３万円）、同条第３項の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項の介護

納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

（１） 法第７０３条の５      に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５      に規定する総所得金額に

係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す

（１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す
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る給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超

えるものに限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５     

 に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

る給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超

えるものに限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び

公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額            

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて１５，６１０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて１６，３１０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額             

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，６３０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １４，６３０円 

（イ） 特定世帯 ７，３１５円 （イ） 特定世帯 ７，３１５円 

（ウ） 特定継続世帯 １０，９７３円 （ウ） 特定継続世帯 １０，９７３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被
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保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について４，５５０円 

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について４，９００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０６０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，０６０円 

（イ） 特定世帯 ２，０３０円 （イ） 特定世帯 ２，０３０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，０４５円 （ウ） 特定継続世帯 ３，０４５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて５，１８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて５，８１０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て３，２９０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て３，５００円 

（２） 法第７０３条の５      に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万５千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万５千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額            

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ
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き１１，１５０円 き１１，６５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額             

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，４５０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，４５０円 

（イ） 特定世帯 ５，２２５円 （イ） 特定世帯 ５，２２５円 

（ウ） 特定継続世帯 ７，８３８円 （ウ） 特定継続世帯 ７，８３８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について３，２５０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について３，５００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，９００円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，９００円 

（イ） 特定世帯 １，４５０円 （イ） 特定世帯 １，４５０円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，１７５円 （ウ） 特定継続世帯 ２，１７５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて３，７００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて４，１５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，３５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，５００円 

（３） 法第７０３条の５      に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国
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民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額            

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて４，４６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて４，６６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額             

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１８０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，１８０円 

（イ） 特定世帯 ２，０９０円 （イ） 特定世帯 ２，０９０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，１３５円 （ウ） 特定継続世帯 ３，１３５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について１，３００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について１，４００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，１６０円 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，１６０円 

（イ） 特定世帯 ５８０円 （イ） 特定世帯 ５８０円 

（ウ） 特定継続世帯 ８７０円 （ウ） 特定継続世帯 ８７０円 
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オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて１，４８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて１，６６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て９４０円     

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て１，０００円 

 ２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均

等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について

次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，４９５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，８２５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，３２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，６５０円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学

児１人について次に定める額 
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ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，０５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，７５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，８００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，５００円 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２４条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険

者等をいう。第２６条において同じ。）である場合における第３条及

び前条の      規定の適用については、第３条第１項中「規定する総

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２４条に規定する特

例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によ

って計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、前条第１号      中「総所得金額」    とあ

るのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金

額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分

の３０に相当する金額によるものとする。次号において同じ。）     

         」とする。 

第２４条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険

者等をいう。第２６条において同じ。）である場合における第３条及

び前条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「規定する総

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２４条に規定する特

例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によ

って計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあ

るのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金

額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得について

は、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分

の３０に相当する金額によるものとする。次号及び第３号において同

じ。）及び」とする。 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額（年齢６５歳以上の者に係るものに限る。）の控除を受けた

場合における第２３条      の規定の適用については、同条中「法第

７０３条の５      に規定する総所得金額及び山林所得金額」とある

のは「法第７０３条の５      に規定する総所得金額（所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項

第１号の規定によって計算した金額から１５万円を控除した金額によ

るものとする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは

「１２５万円」とする。 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金

等控除額（年齢６５歳以上の者に係るものに限る。）の控除を受けた

場合における第２３条第１項の規定の適用については、同条中「法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とある

のは「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項

第１号の規定によって計算した金額から１５万円を控除した金額によ

るものとする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは

「１２５万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場

合における第３条、第６条、第９条及び第２３条      の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２３条      中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場

合における第３条、第６条、第９条及び第２３条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 
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（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第９条及び第２３条      の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条     

 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第９条及び第２３条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条   

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条第
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   の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得の金額」と、第２３条      

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３

条      の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第２３条      中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３

条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又

は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条 

     の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条      中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又

は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条

第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同項第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条      の規

定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、第２３条      中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５
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項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第

２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例

適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第９条及び第２３条      の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び

第２３条      において「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用利子等の額」と、第２３条      中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第

２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例

適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第９条及び第２３条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び

第２３条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用利子等の額」と、第２３条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得
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税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当

等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条

第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条      

の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第２３条   

   において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第３１

４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配

当等の額」と、第２３条      中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当

等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条

第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条第１項

の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第２３条第

１項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用配当等の額」と、第２３条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び

雑所得を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条   

   の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び

雑所得を有する場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条第

１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の
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計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」と、第２３条      中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額」とする。 

合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

０項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に

規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条      の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に

規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第９条及び第２３条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条

の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは
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「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」

と、第２３条      中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 
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豊明市老人憩いの家条例（昭和５０年豊明市条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表 別表 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 
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【別記1】 

 

現行 

名称 位置 

敷田小規模老人憩いの家 豊明市間米町敷田１２２５番地３ 

舘小規模老人憩いの家 豊明市栄町西大根３０番地２７６ 

唐竹小規模老人憩いの家 豊明市二村台５丁目１番地１ 

上高根小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町住吉３番地 

西川小規模老人憩いの家 豊明市西川町善波１番地１２ 

徳田小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町徳田７６番地 

三崎小規模老人憩いの家 豊明市三崎町社７番地１３ 

桶狭間小規模老人憩いの家 豊明市栄町山ノ神２２番地７ 

阿野小規模老人憩いの家 豊明市阿野町林ノ内１４番地 

小所小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町泉３２番地 

宿小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町宿７４番地 

中島小規模老人憩いの家 豊明市新田町森西１３番地１ 

吉池団地小規模老人憩いの家 豊明市新田町広長２３番地２８ 

大久伝小規模老人憩いの家 豊明市大久伝町南１９番地７ 

前後小規模老人憩いの家 豊明市前後町宮前１５０４番地２ 

下高根小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町下高根３１５番地２ 
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錦小規模老人憩いの家 豊明市新田町錦１０番地３１ 

内山小規模老人憩いの家 豊明市栄町大原８０番地６ 

間米小規模老人憩いの家 豊明市間米町峠下６２番地 

坂部小規模老人憩いの家 豊明市前後町鎗ケ名１８６７番地 

大脇小規模老人憩いの家 豊明市栄町大脇５番地 

荒井小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町荒井８番地４ 

勅使小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町勅使８番地５３ 

八ッ屋小規模老人憩いの家 豊明市二村台１丁目１４番地３ 

横井小規模老人憩いの家 豊明市西川町横井４番地１５ 

荒巻小規模老人憩いの家 豊明市西川町荒巻２番地３ 

 

改正後（案） 

名称 位置 

敷田小規模老人憩いの家 豊明市間米町敷田１２２５番地３ 

上高根小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町住吉３番地 

徳田小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町徳田７６番地 

小所小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町泉３２番地 

宿小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町宿７４番地 

下高根小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町下高根３１５番地２ 

間米小規模老人憩いの家 豊明市間米町峠下６２番地 
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大脇小規模老人憩いの家 豊明市栄町大脇５番地 

勅使小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町勅使８番地５３ 

荒巻小規模老人憩いの家 豊明市西川町荒巻２番地３ 
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愛知県市町村職員退職手当組合規約（昭和３３年愛知県市町村職員退職手当組合規約第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 

清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山

町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 南知多町 美浜

町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 海部南部水道企業団 東部

知多衛生組合 知多南部衛生組合 尾張旭市長久手市衛生組合 北名古屋水

道企業団 北設広域事務組合 海部東部消防組合 尾三消防組合 丹羽広域

事務組合 北名古屋衛生組合 海部南部消防組合 海部地区水防事務組合 

尾三衛生組合 愛知中部水道企業団 知多南部消防組合 五条広域事務組合

 海部地区急病診療所組合 衣浦東部広域連合 西春日井広域事務組合 

 

 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 

清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山

町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 南知多町 美浜

町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 海部南部水道企業団 東部

知多衛生組合 知多南部衛生組合              北名古屋水

道企業団 北設広域事務組合 海部東部消防組合 尾三消防組合 丹羽広域

事務組合 北名古屋衛生組合 海部南部消防組合 海部地区水防事務組合 

尾三衛生組合 愛知中部水道企業団 知多南部消防組合 五条広域事務組合

 海部地区急病診療所組合 衣浦東部広域連合 西春日井広域事務組合 

 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

議員の選挙区 定数 選挙区の組合市町村 

１区 ５人 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市

 北名古屋市 弥富市 あま市 長久手市 尾張旭市

長久手市衛生組合 

２区 ２人 知立市 高浜市 田原市 みよし市 衣浦東部広域連

議員の選挙区 定数 選挙区の組合市町村 

１区 ５人 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市

 北名古屋市 弥富市 あま市 長久手市     

         

２区 ２人 知立市 高浜市 田原市 みよし市 衣浦東部広域連



議案第２７号参考資料 
 

2/2 

合 

３区 ５人 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 

飛島村 阿久比町 南知多町 美浜町 武豊町 海部

南部水道企業団 東部知多衛生組合 知多南部衛生組

合 北名古屋水道企業団 海部東部消防組合 尾三消

防組合 丹羽広域事務組合 北名古屋衛生組合 海部

南部消防組合 海部地区水防事務組合 尾三衛生組合

 愛知中部水道企業団 知多南部消防組合 五条広域

事務組合 海部地区急病診療所組合 西春日井広域事

務組合 

４区 ２人 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 北設広域事務組合 
 

合 

３区 ５人 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 

飛島村 阿久比町 南知多町 美浜町 武豊町 海部

南部水道企業団 東部知多衛生組合 知多南部衛生組

合 北名古屋水道企業団 海部東部消防組合 尾三消

防組合 丹羽広域事務組合 北名古屋衛生組合 海部

南部消防組合 海部地区水防事務組合 尾三衛生組合

 愛知中部水道企業団 知多南部消防組合 五条広域

事務組合 海部地区急病診療所組合 西春日井広域事

務組合 

４区 ２人 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 北設広域事務組合 
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愛知県競馬組合規約（昭和６１年豊明市議決）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（組合の事務所の位置） （組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、名古屋市港区に置く。 第４条 組合の事務所は、弥富市      に置く。 
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